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徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

平成１５年度再評価対象事業（県土整備部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

広域基幹河川改修事業

・飯尾川 継続することが適切である。
い の お

・園瀬川 継続することが適切である。
そ の せ

・多々羅川 継続することが適切である。
た た ら

・桑野川 継続することが適切である。
く わ の

・那賀川 継続することが適切である。
な か

なお現計画は見直しも含めて再検討すること。

・撫養川 継続することが適切である。
む や

・勝浦川 継続することが適切である。
かつうら

・田野川 継続することが適切である。
た の

・政所谷川 継続することが適切である。
まどころだに

なお工期も含め計画を精査すること。

・立江川 継続することが適切である。
た つ え

統合一級河川整備事業

・ほたる川 継続することが適切である。

・川田川 継続することが適切である。
か わ た

・江川 継続することが適切である。
え

・前川 継続することが適切である。
まえ

・岡川 継続することが適切である。
おか

なお一層用地取得に努力をすること。

・大津田川 継続することが適切である。
お お つ だ

統合二級河川整備事業

・宍喰川 継続することが適切である。
ししくい

・福井川 継続することが適切である。
ふ く い

・奥潟川 継続することが適切である。
おくがた



徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

平成１５年度再評価対象事業（県土整備部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

紀伊水道高潮対策事業

・多々羅川 継続することが適切である。
た た ら

・冷田川 継続することが適切である。
つ め た

海岸侵食対策事業

・今津坂野海岸 継続することが適切である。
い ま づ さ か の

・鳴門海岸 継続することが適切である。
な る と

道路改築事業

・ 号(出合大戸ＢＰ) 継続することが適切である。195
で あ い お お と

・ 号(山城拡幅) 継続することが適切である。319
やましろ

・ 号(上八万ＢＰ) 継続することが適切である。438
かみはちまん

・ 号(森遠拡幅) 継続することが適切である。438
もりとう

・ 号(穴吹ＢＰ) 継続することが適切である。492
あなぶき

・宮川内牛島停車場線 継続することが適切である。
みやごうちうしのしまていしゃじょう

街路事業

・常三島中島田線 継続することが適切である。
じょうさんじまなかしまだ

・元町沖洲線 継続することが適切である。
もとまちおきのす

・東吉野町北沖洲線 継続することが適切である。
ひがしよしのちょうきたおきのす

都市公園事業

・日峯大神子広域公園 継続することが適切である。
ひのみねおおみここういき

地すべり対策事業

・京 上 継続することが適切である。
きょうじょう

・西浦 継続することが適切である。
にしうら

・加茂山 継続することが適切である。
か も や ま

・有瀬 継続することが適切である。
あ り せ



徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

平成１５年度再評価対象事業（県土整備部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

海岸環境整備事業

・徳島小松島港海岸 継続することが適切である。
とくしまこまつしまこう

港湾改修事業

・徳島小松島港(赤石地区) 継続することが適切である。
とくしまこまつしまこう あかいし

・徳島小松島港(沖洲地区) 継続することが適切である。
とくしまこまつしまこう おきのす

河川総合開発事業

・柴川生活貯水池 継続することが適切である。
しばかわせいかつちょすいち

貯水池保全事業

・長安口ダム 中止とすることが適切である。なお堆積土砂対策につい
ながやすぐち

ては、「那賀川流域フォーラム」の提言や関係市町村の
意見を踏まえて、早急に解決策を検討すること。



徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

平成１５年度再評価対象事業（農林水産部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

かんがい排水事業

・上 板地区 継続することが適切である。
かみいた

なお、用地取得に努力し、六条暗渠の早期完成に努
めること。

・曽江谷地区 継続することが適切である。
そえだに

畑地帯総合整備事業

・里 浦地区 継続することが適切である。
さとうら

経営体育成基盤整備事業

・富岡東部地区 継続することが適切である。
とみおかとうぶ

・立江櫛渕地区 継続することが適切である。
たつえくしぶち

・海部川左岸地区 継続することが適切である。
かいふがわさがん

・海部地区 継続することが適切である。
かいふ

・見能林地区 継続することが適切である。
みのばやし

・板 東地区 地元の合意が得られていないことから、事業中止は
ばんどう

妥当である。しかし、営農意欲のある農家のため
に、今後可能な基盤整備に努めること。

ため池等整備事業

・今 山地区 継続することが適切である。
いまやま



徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

平成１５年度再評価対象事業（農林水産部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

地すべり対策事業

・寺野３期地区 継続することが適切である。
てらのさんき

・猪の頭地区 継続することが適切である。
いのかしら

・北倉目地区 継続することが適切である。
きたくらめ

・青木地区 継続することが適切である。
あおき

・宗田地区 継続することが適切である。
むねだ

・松 舟地区 継続することが適切である。
まつふね

・井ノ久保地区 継続することが適切である。
い の く ぼ

・南 谷地区 継続することが適切である。
みなみだに

・頼広左岸地区 継続することが適切である。
よりひろさがん

地盤沈下対策事業

・松 茂地区 継続することが適切である。
まつしげ

なお、予算を重点配分し、関係機関と調整をし、早
期完成に努めること。

海岸環境整備事業

・那賀川左岸地区 継続することが適切である。
なかがわさがん

なお、予算を重点配分し、関係機関と調整をし、早
期完成に努めること。



徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

平成１５年度再評価対象事業（農林水産部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

峰越連絡林道事業

・湯桶平井線 継続することが適切である。
ゆとうひらい

林道開設事業

・小祖谷三加茂線 継続することが適切である。
お い や み か も

・木屋平木沢線 継続することが適切である。
こやだいらきさわ

・小 川 平線 継続することが適切である。
おがわたいら

・赤帽子線 継続することが適切である。
あかぼうし

・川崎国見山線 継続することが適切である。
かわさきくにみやま

・岩 倉 蝉 谷線 継続することが適切である。
いわくらせみたに

・長 安 海 川線 継続することが適切である。
ながやすかいかわ

・生実八重地線 継続することが適切である。
い く み や え じ

・日和茶坂瀬線 継続することが適切である。
ひわちゃさかせ

・下司林谷線 継続することが適切である。
げしはやしだに

・大 川 原 旭 丸線 継続することが適切である。
おおがわらあさひまる

・梶山内田線 継続することが適切である。
かじやまうちだ

・石 吹 越線 継続することが適切である。
いしふっこし

・谷 山 霧 越線 継続することが適切である。
たにやまきりごえ

・辺川内山線 継続することが適切である。
へがわうちやま

・横 石 谷 山線 継続することが適切である。
よこいしたにやま



徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

平成１５年度再評価対象事業（農林水産部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

・田野内杖立線 継続することが適切である。
たのうちつえたて

・星越神戸丸線 継続することが適切である。
ほしごえこうべまる

・下 名 粟 山線 継続することが適切である。
しもみょうあわやま

なお、林道事業のなかで、予定より大幅に遅れてい
るものについては、予算の重点配分やコスト縮減、
合理的工期の検討を行い早期完成に努めること。
また、他の地区についても同様の観点から検討を

行い、合理的な計画を策定することが望まれる。

復旧治山事業

・久井谷８号地 継続することが適切である。
ひさいだにはちごうち

地すべり防止事業

・南 上 角 継続することが適切である。
みなみうえつの

・白 石 継続することが適切である。
しらいし

・漆 日 浦 継続することが適切である。
うるしびうら

・久 薮 継続することが適切である。
ひさやぶ

・樫 原 継続することが適切である。
かしはら

・奥ノ井 継続することが適切である。
おくのい

海岸保全施設整備事業

・椿 泊 漁 港 海 岸 継続することが適切である。
つばきどまりぎょこうかいがん



徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

平成１５年度再評価対象事業（農林水産部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

事業全体 計画工期内で事業完了するよう、工事内容の見直し
や予算の重点化に努め、早期完成に努力すること。
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Ⅰ 徳島県公共事業評価委員会開催状況（平成1５年度）

○現地調査

日 時：平成１５年１１月１０日（月）１０：００～１６：３０

調査箇所：・貯水池保全事業 長安口ダム（県土整備部）
・経営体育成基盤整備事業 立江櫛渕地区（農林水産部）

出席委員：３名（河野会長、佐藤委員、上月委員）

○第１回徳島県公共事業評価委員会

日 時：平成１５年１１月１７日（月）１０：００～１６：００

場 所：県庁大会議室

出席委員：６名（河野会長,佐藤委員,松根委員,山中委員,横畠委員,布川委員）

審議対象事業：県土整備部所管事業の４２事業
（うち重点審議事業１７事業）

市町村から依頼のあった４事業
（うち重点審議事業３事業）

○第２回徳島県公共事業評価委員会

日 時：平成１５年１２月１７日（水）１０：００～１６：００

場 所：徳島プリンスホテル

出席委員：７名（河野会長,佐藤委員,上月委員,布川委員,松根委員,山中委員,横畠
委員）

審議対象事業：農林水産部所管事業の４９事業
（うち重点審議事業１８事業）

市町村から依頼のあった７事業
（うち重点審議事業２事業）



Ⅲ 徳島県公共事業評価委員会名簿

氏 名 職 名

上 月 康 則 徳 島 大 学 工 学 部 助 教 授

○ 河 野 清 徳 島 大 学 名 誉 教 授

佐 藤 晃 一 今 治 明 徳 短 大 学 長

布 川 嘉 樹 徳島県中小企業団体中央会会長

松 根 美 幸 建 築 家

山 中 英 生 徳 島 大 学 工 学 部 教 授

横 畠 康 吉 四国大学経営情報学部教授

（○は会長、五十音順、敬称略）


